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規　　　　　則

　宮崎県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第61号
　　　宮崎県税条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）の一部を次のように改正する。
　　　　　　　　　「※　交付機関使用欄
　　　　　　　　　　　【来所者（□本人　□代理人）確認書類】
　　　　　　　　　　　　□マイナンバーカード　□運転免許証
　　　　　　　　　　　　□住民基本台帳カード　□行政書士証票
　別記様式第37号中　　　□その他写真付公的証明書（　　　　　　　　）　を
　　　　　　　　　　　　□健康保険証
　　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　【委任事実確認】
　　　　　　　　　　　　□TEL　□同居　□車検証　□社員証・保険証　 」
「※　交付機関使用欄
　　【来所者（□本人　□代理人）確認書類】
　　　□マイナンバーカード　□運転免許証
　　　□行政書士証票
　　　□その他写真付公的証明書（　　　　　　　　）　

に改める。

　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　【委任事実確認】
　　　□TEL　□同居　□車検証　□社員証　　　　　」
　　　　　　　　　　　　「

＜利用日における年齢等が確認できる書類（提示）＞
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　別記様式第 167号の２中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和７年12月２日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県税条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事
　項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第62号
　　　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
　児童福祉法施行細則（昭和45年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。
　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　「

　
別記様式第８号中　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　「

　
別記様式第14号の４中　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第14号の７中「被保険者証」を「被保険者等の資格に係る情報が確認できる書類」に改める。
　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「

　
別記様式第14号の８中　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に、「被保険者証を」を「被保険者等の資格に係る情報が確認でき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」
る書類を」に改める。
　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　別記様式第14号の14中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されて
　いる申請書その他の書類は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす
　。
３　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して
　使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第63号
　　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年宮崎県規則第83号）の一部を次のように改正する。　

□運転免許証　　　　□旅券　　　　　□健康保険証
□その他（　　　　　　　　　　）

＜利用日における年齢等が確認できる書類（提示）＞
□マイナンバーカード　　　　□運転免許証　　　　□旅券
□その他（　　　　　　　　　　）

被保険者証等の記号
及 び 番 号

加入医療保険の記号
及 び 番 号

被　保　険　者　証　の
記　号　及　び　番　号

加 入 医 療 保 険 の
記　号　及　び　番　号

被保険者証の
記号及び番号

加入医療保険の
記号及び番号

受給者証番号又は被保険者証番号 受給者証番号又は加入医療保険番号
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　別記様式第１号から別記様式第７号までの規定中「㊞」を削る。
　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　「

　
別記様式第８号中　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　「
　別記様式第12号中　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　「

　
別記様式第14号中　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第21号から別記様式第23号までの規定中「㊞」を削る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（以下「改正
　前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活
　を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが
　できる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第64号
　　　宮崎県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県屋外広告物条例施行規則（平成５年宮崎県規則第35号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

受診者の被保険者
証の記号及び番号

受診者の加入医療保険
の記号及び番号

被保険者証の記号及び番号 加入医療保険の記号及び番号

被保険者証に関する事項
（ 記 号 及 び 番 号 、
保険者名又は受診者と
同 一 の 加 入 者 ）

加入医療保険に関する事項
（ 記 号 及 び 番 号 、
保険者名又は受診者と
同 一 の 加 入 者 ）

改正前 改正後
様式第19号（第30条関係）

（第１紙）
　　［略］

（第２紙）

　注　１～３　［略］
　　　４　次の書面を添付すること。
　　　　（１）・（２）　［略］
　　　　（３）　業務主任者が在籍していることを証する書面（健康
　　　　　保険被保険者証の写し等）
　　　　（４）・（５）　［略］
　　　５～７　［略］

様式第19号（第30条関係）
（第１紙）

　　［略］
（第２紙）

　注　１～３　［略］
　　　４　次の書面を添付すること。
　　　　（１）・（２）　［略］
　　　　（３）　業務主任者が在籍していることを証する書面

　　　　（４）・（５）　［略］
　　　５～７　［略］

　［略］　［略］

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和７年12月２日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県屋外広告物条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、
　所要の事項を適宜補正して使用することができる。

告　　　　　示
宮崎県告示第 793号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定により、次のとおり指
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定障害福祉サービス事業者の指定をした。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

事 業 所
番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種 類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4510201363 モジラ・テラス 都城市早鈴町10街
区32号

社会福祉法人スマ
イリング・パーク

都城市牟田町26街
区16号

令和７年12月１日 就労選択支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 794号
　保安林の指定施業要件を変更する件（令和７年農林水産省告示第
1600号）に係る保安林の所有者及びその保安林に関し登記した権利
を有する者のうち、次の者については、所在が不分明なため、森林
法（昭和26年法律第 249号）第 189条の規定により、保安林の指定
施業要件の変更の通知の内容を、当該保安林の属する小林市役所に
掲示するとともに、その要旨を告示する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　掲示場所及び所在が不分明な者の氏名
　　小林市役所
　　山口悟、東原ハルヱ、福島長三郎
２　通知の要旨
　⑴　農林水産大臣から保安林の指定施業要件を変更する旨の通知
　　があったこと。
　⑵　変更に係る保安林の所在場所及び変更後の指定施業要件につ
　　いては令和７年農林水産省告示第1600号によること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 795号
　宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第12
条第１項の規定により、次のとおり収入証紙売りさばき人の指定を
取り消した。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

指定を取り消した売り
さばき人の氏名

指定を取り消した売り
さばきをする場所

指定取消年月
日

門川町長 東臼杵郡門川町平城東
１番１号　門川町役場
内

令和７年11月
30日

公　　　　　告

同一の単位とされる保安林等 皆伐面積の許容限度
�単位：ヘクタール�単位区域名 保安林の種類

北川
北川
北川
北川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五十鈴川
五十鈴川
五十鈴川
五十鈴川
耳川
耳川
耳川
小丸川上流
小丸川上流
小丸川上流
一ッ瀬川
一ッ瀬川
一ッ瀬川
一ッ瀬川
小丸川下流
小丸川下流
小丸川下流
小丸川下流
川内川上流
川内川上流
川内川上流
川内川上流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
本庄川
本庄川
本庄川

水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
魚つき保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
魚つき保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
防風保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
土砂崩壊防備保安林
防風保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
防風保安林

698.93
92.42
1.84
0.76

2,586.24
179.59
14.75
2.03
5.62
870.97
7.47
21.61
0.22

2,009.53
99.65
1.40
240.99
27.63
0.06

2,839.22
108.60
4.30
2.23
950.96
29.76
2.68
6.74
719.47
58.29
0.46
12.49

1,413.19
179.47
0.04
0.57
10.88
5.44

1,710.13
11.56
0.12

　保安林の令和７年度における皆伐による立木の伐採につき、森林
法（昭和26年法律第 249号）第34条第１項の許可をすべき皆伐面積
の限度を次のように定める。　
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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本庄川
本庄川
大淀川中流
大淀川中流
大淀川中流
広渡川
広渡川
広渡川
広渡川
福島川

干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林

2.74
7.32

1,340.08
72.65
2.80

1,403.84
176.18
1.79
0.28
452.80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和７年11月14日に実施した令和７年度砂利採取業務主任者試験
の合格者は、次のとおりである。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　合格者なし

病院局企業管理規程

福島川
福島川

土砂流出防備保安林
干害防備保安林

22.13
5.58

　病院事業職員の給与に関する規程及び病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県病院局長　𠮷　村　久　人
宮崎県病院局企業管理規程第７号
　　　病院事業職員の給与に関する規程及び病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する企業管理規程
　（病院事業職員の給与に関する規程の一部改正）
第１条　病院事業職員の給与に関する規程（平成18年宮崎県病院局企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（特殊勤務手当の種類等）
第10条　病院事業給与条例第12条の規定により支給される特殊勤務
　手当の種類は、感染症予防等手当、精神保健福祉業務手当、深夜
　看護手当、家畜伝染病防疫等手当、放射線取扱手当、航空機搭乗
　手当、精神医療業務手当、救急医療体制確保手当、専門看護手当
　及び特別診療手当とする。
２～９　［略］

　（特殊勤務手当の種類等）
第10条　病院事業給与条例第12条の規定により支給される特殊勤務
　手当の種類は、感染症予防等手当、精神保健福祉業務手当、深夜
　看護手当、家畜伝染病防疫等手当、放射線取扱手当、航空機搭乗
　手当、精神医療業務手当、救急医療体制確保手当、専門看護手当
　、特別診療手当及び災害応急作業等手当とする。
２～９　［略］
10　第１項に規定する災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作
　業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。
　（１）　異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生
　　するおそれがある場合において次に掲げる現場で行う巡回監視
　　又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生
　　するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のた
　　めの災害状況の調査（次項において「応急作業等」という。）
　　ア　河川の堤防等
　　イ　道路法（昭和27年法律第 180号）第46条第１項（第２号を
　　　除く。）の規定により通行が禁止されている区間内の道路又
　　　はその周辺
　　ウ　港湾施設等
　（２）　噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあ
　　る場合において、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第
　　60条第１項の規定により居住者等が避難のための立退きを指示
　　された地域又は同法第63条第１項の規定により設定された警戒
　　区域で行う災害状況の調査、巡回監視等の作業
　（３）　異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生する
　　おそれがある場合において、災害対策基本法第23条第１項又は
　　第23条の２第１項の規定により災害対策本部が設置された地方
　　公共団体の地域で行う関係行政機関等との災害応急対策に係る
　　連絡調整の作業
　（４）　前３号に掲げる作業に相当すると管理者が認める作業
11　前項の手当の額は、従事した１日につき、次の各号に掲げる区
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　分に応じ、当該各号に定める額（大規模な災害として管理者が定
　める災害に係る作業に従事した場合にあっては、 1,080円）とす
　る。
　（１）　前項第１号に掲げる作業　作業の種類に応じて次に定める
　　額
　　ア　巡回監視　 710円
　　イ　応急作業等　 1,080円
　（２）　前項第２号に掲げる作業　 1,080円
　（３）　前項第３号に掲げる作業　 710円
　（４）　前項第４号に掲げる作業　 1,080円を超えない範囲内にお
　　いて、それぞれの作業に応じて管理者が定める額
12　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第10項の手
　当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定
　める額とする。
　（１）　第10項第１号、第２号又は第４号に掲げる作業（同項第３
　　号に掲げる作業に相当する作業を除く。）が日没時から日出時
　　までの間において行われた場合　前項に定める額に当該額の 1
　　00分の50に相当する額を加算した額
　（２）　第10項第１号、第２号又は第４号に掲げる作業（同項第３
　　号に掲げる作業に相当する作業を除く。）が管理者が著しく危
　　険であると認める区域で行われた場合　前項に定める額に当該
　　額の 100分の 100に相当する額を加算した額
　（３）　第10項第３号に掲げる作業又は同項第４号に掲げる作業の
　　うち同項第３号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行
　　われた場合　前項に定める額に当該額の 100分の50に相当する
　　額を加算した額
13　第10項の手当の額は、職員が、特定大規模災害（著しく異常か
　つ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法
　第28条の２第１項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの
　をいう。）に対処するため、第10項各号に掲げる作業に引き続き
　５日を下らない範囲内において管理者が定める期間以上従事した
　場合にあっては、第11項各号に定める額に、当該額の 100分の 1
　00に相当する額を超えない範囲内において管理者が定める額を加
　算した額とする。
14　第10項から第13項までの規定にかかわらず、職員が、原子力災
　害対策特別措置法（平成11年法律第 156号）第15条第２項に規定
　する原子力緊急事態宣言があった場合において、次に掲げる作業
　に従事したときは、従事日数に応じて災害応急作業等手当を支給
　する。
　（１）　原子力災害対策特別措置法第17条第９項に規定する緊急事
　　態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち管理者が定
　　めるもの（以下「特定原子力事業所」という。）の原子炉建屋
　　（管理者が定める建屋に限る。）内で行う作業
　（２）　特定原子力事業所の敷地内で行う作業（前号に掲げる作業
　　を除く。）
　（３）　特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第20条
　　第２項に規定する原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に
　　対する指示に基づき設定された区域等を考慮して管理者が定め
　　る区域で行う作業（前２号に掲げる作業を除く。）
15　前項の手当の額は、従事した１日につき、次の各号に掲げる区
　分に応じ、当該各号に定める額とする。
　（１）　前項第１号に掲げる作業　40,000円を超えない範囲内にお
　　いて、それぞれの作業に応じて管理者が定める額
　（２）　前項第２号に掲げる作業　20,000円を超えない範囲内にお
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10　特殊勤務手当の支給を受ける職員が、同一勤務日に特殊勤務手
　当の対象となる２以上の業務に従事した場合には、それらの業務
　に係る特殊勤務手当のうちその額が最高のもの（その額が同額で
　ある場合はいずれか一）に限り支給する。ただし、深夜看護手当
　、精神医療業務手当、救急医療体制確保手当、専門看護手当及び
　特別診療手当は、他の特殊勤務手当と重複して支給することがで
　きる。
　　　附　則
　（看護業務臨時特別手当）
３　医療職給料表（三）の適用を受ける職員が、看護の業務に従事し
　たときは、当分の間、病院事業給与条例第12条に規定する特殊勤
　務手当として、看護業務臨時特別手当を支給する。
４　前項の手当の額は、勤務１月につき12,000円の範囲内で管理者
　が別に定める額（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その
　額に病院事業就業規程第２条第１項の規定により適用される勤務
　時間等条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時
　間を同条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を、
　育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、その額に病院事
　業就業規程第２条第１項の規定により適用される勤務時間等条例
　第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例
　第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗
　じて得た額とする。この場合において、その額に１円未満の端数
　があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。
５　附則第３項の規定により看護業務臨時特別手当が支給される職
　員に関する第10条第10項の規定の適用については、同項中「及び
　特別診療手当」とあるのは、「、特別診療手当及び看護業務臨時
　特別手当」とする。
６　附則第３項に規定する手当は、その月分をその月の給料の支給
　定日に支給する。
　（感染症予防等手当の特例）
７　［略］

　　いて、それぞれの作業に応じて管理者が定める額
　（３）　前項第３号に掲げる作業　10,000円を超えない範囲内にお
　　いて、それぞれの作業に応じて管理者が定める額
16　特殊勤務手当の支給を受ける職員が、同一勤務日に特殊勤務手
　当の対象となる２以上の業務に従事した場合には、それらの業務
　に係る特殊勤務手当のうちその額が最高のもの（その額が同額で
　ある場合はいずれか一）に限り支給する。ただし、深夜看護手当
　、精神医療業務手当、救急医療体制確保手当、専門看護手当、特
　別診療手当及び災害応急作業等手当は、他の特殊勤務手当と重複
　して支給することができる。
　　　附　則

　（感染症予防等手当の特例）
３　［略］

　（病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正）
第２条　病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程（令和元年宮崎県病院局企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（特殊勤務手当の種類等）
第６条　病院事業会計年度任用職員給与条例第９条の規定により支
　給される特殊勤務手当の種類、手当額及び重複支給については、
　病院事業給与条例の適用を受ける者の例による。ただし、病院事
　業職員の給与に関する規程（平成18年病院局企業管理規程第９号
　。以下「病院事業給与規程」という。）附則第３項の看護業務臨
　時特別手当は、これを支給しない。
２　病院事業給与規程第10条第１項の精神医療業務手当については
　、別表第５の勤務箇所の欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の種
　別の欄に掲げる会計年度任用職員が精神医療の業務に従事したと
　き、従事した１日につきそれぞれ同表の手当額の欄に掲げる額を
　支給する。

　（特殊勤務手当の種類等）
第６条　病院事業会計年度任用職員給与条例第９条の規定により支
　給される特殊勤務手当の種類、手当額及び重複支給については、
　病院事業給与条例の適用を受ける者の例による。

２　病院事業職員の給与に関する規程（平成18年病院局企業管理規
　程第９号。以下「病院事業給与規程」という。）第10条第１項の
　精神医療業務手当については、別表第５の勤務箇所の欄に掲げる
　勤務箇所に勤務する同表の種別の欄に掲げる会計年度任用職員が
　精神医療の業務に従事したとき、従事した１日につきそれぞれ同
　表の手当額の欄に掲げる額を支給する。

　　　附　則
　この規程は、公布の日から施行する。
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病院局公営企業告示第４号
　地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第33条の２において準
用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項の規
定により、県立宮崎病院、県立延岡病院及び県立日南病院の公金の
収納に関する事務（以下「公金事務」という。）を次のとおり委託
した。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県病院局長　𠮷　村　久　人　
１　委託した指定公金事務取扱者

病　院　名 名　　称 住　　　　所

県立宮崎病院 株式会社ソラスト 東京都港区港南２丁目15
番３号　品川インターシ
ティＣ棟12階

２　指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等
　　県立宮崎病院、県立延岡病院及び県立日南病院における宮崎県
　立病院事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第44号）第６条
　に規定する料金等
３　指定公金事務取扱者の指定をした日
　　令和７年12月１日
４　指定公金事務取扱者に委託をした日
　　令和７年12月１日
５　指定公金事務取扱者に委託する期間
　　令和７年12月１日から令和10年11月30日まで

公安委員会規則

県立延岡病院 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河
台４丁目６　御茶ノ水ソ
ラシティ

県立日南病院 株式会社ソラスト 東京都港区港南２丁目15
番３号　品川インターシ
ティＣ棟12階

　宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県公安委員会委員長　松　山　　　昭
宮崎県公安委員会規則第11号
　　　宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改正する規則
　宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年宮崎県公安委員会規則第４号）の一部を次のよ
うに改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
　各号に定めるところによる。
　（１）　公安委員会等　宮崎県公安委員会、宮崎県警察本部長及び
　　警察署長をいう。

　（２）　［略］
　（３）　電子署名　電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年
　　法律第 102号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。

　（４）　電子証明書　電子署名を行う者が電子署名を行ったもので
　　あることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係る

　（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
　各号に定めるところによる。
　（１）　公安委員会等　宮崎県公安委員会（以下「公安委員会」と
　　いう。）、宮崎県警察本部長（以下「警察本部長」という。）
　　及び警察署長をいう。
　（２）　［略］
　（３）　電子署名　次に掲げるものをいう。

　　ア　電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第 102
　　　号）第２条第１項に規定する電子署名
　　イ　政府認証基盤（行政機関の長その他の国家公務員の職を証
　　　明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を
　　　行い、又は行わせるために運営するものをいう。）の官職証
　　　明書に基づく電子署名
　　ウ　地方公共団体組織認証基盤（行政機関の長その他の地方公
　　　務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理
　　　組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するも
　　　のをいう。）の職責証明書に基づく電子署名
　（４）　電子証明書　申請等をする者又は行政機関等が電子署名を
　　行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれ
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　　ものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

　（５）・（６）　［略］
２　［略］
　（手続等の告示）
第３条　公安委員会等は、この規則の規定により電子情報処理組織
　を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
　うことができる手続等について、あらかじめ根拠となる法令の名
　称及び条項その他公安委員会等が必要と認める事項を告示するも
　のとする。
　（申請等に係る電子情報処理組織）
第４条　法第６条第１項又は情報通信技術利用条例第３条第１項に
　規定する申請等に係る電子情報処理組織は、公安委員会等の使用
　に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であ
　って、公安委員会等が定める技術的基準に適合するものとを電気
　通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
　（申請等の手続）
第５条　法第６条第１項又は情報通信技術利用条例第３条第１項の
　規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う
　者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により書面等
　に記載すべきこととされている事項その他公安委員会等が必要と
　認める事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入
　力し、又は送信することにより申請等を行わなければならない。
２　前項に規定する者は、法令又は公安委員会等が定めるところに
　より、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこ
　ととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録さ
　れている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を
　、併せて入力し、又は送信しなければならない。
３　前２項の規定により申請等を行う者は、入力し、又は送信する
　事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子
　証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこ
　れを送信しなければならない。ただし、公安委員会等の指定する
　方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる
　場合は、この限りでない。
　（１）　［略］

　（２）　［略］
　（３）　前各号に規定するもののほか、公安委員会等が指定する電
　　子証明書
　（４）　法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請
　　等を行う者が、第１項及び第２項の規定に基づき当該数通の書

　　らの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的
　　記録をいう。
　（５）・（６）　［略］
２　［略］
　（手続等の公表）
第３条　公安委員会は、この規則の規定により電子情報処理組織を
　使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う
　ことができる手続等について、あらかじめ根拠となる法令の名称
　その他公安委員会が必要と認める事項をインターネットの利用そ
　の他の方法により公表するものとする。
　（申請等に係る電子情報処理組織）
第４条　法第６条第１項又は情報通信技術利用条例第３条第１項に
　規定する申請等に係る電子情報処理組織は、公安委員会等の使用
　に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であ
　って、公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通
　信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
　（申請等の手続）
第５条　電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうと
　する者は、当該申請等に係る事項を当該申請等を行う者の使用に
　係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。

２　前項の規定により申請等を行う者は、公安委員会又は警察本部
　長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに
　併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載
　され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しく
　は記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。
３　前２項の規定により申請等を行う者は、公安委員会又は警察本
　部長が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての
　情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって
　、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなけ
　ればならない。

　（１）　［略］
　（２）　電子署名及び認証業務に関する法律第４条第１項の認定を
　　受けた者が発行した電子証明書
　（３）　［略］

　　面等のうち一通に記載されている事項又はこれらに記載すべき
　　事項を入力し、又は送信した場合は、その他の同一内容の書面
　　等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力し
　　、又は送信されたものとみなす。

４　公安委員会等は、第２項の規定により申請等を行う者が、第３
　項に規定する事項を入力する場合において、当該申請等を行う者
　の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧
　することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等
　が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入
　力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわ
　らず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととするこ
　とができる。



宮　崎　県　公　報令和 ７ 年 12 月 １ 日（月曜日）　第 668 号

─ 10 ─

　（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うこ
　とが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合）
第６条　法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処理組
　織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認め
　られる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
　（１）　申請等をする者について対面による本人確認をする必要が
　　あると公安委員会等が認める場合
　（２）　申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があ
　　ると公安委員会等が認める場合

　（３）　前２号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を
　　使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性
　　を著しく損なう場合

　（処分通知等に係る電子情報処理組織）
第７条　法第７条第１項又は情報通信技術利用条例第４条第１項に
　規定する処分通知等に係る電子情報処理組織は、公安委員会等の
　使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子
　計算機であって、公安委員会等が定める技術的基準に適合するも
　のとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
　（処分通知等の手続）
第８条　［略］
２　前項の場合において、公安委員会等は、処分通知等に係る事項
　についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明
　書と併せてこれを送信するものとする。

５　法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等
　を行う者が、第１項及び第２項の規定に基づき当該数通の書面等
　のうち一つに記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を
　入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事
　項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
　（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うこ
　とが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合）
第６条　法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処理組
　織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認め
　られる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
　（１）　申請等をする者について対面による本人確認をする必要が
　　あると公安委員会又は警察本部長が認める場合
　（２）　申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があ
　　ると公安委員会又は警察本部長が認める場合
　（３）　申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第
　　５条第１項又は第２項の規定による入力が困難である場合
　（４）　前３号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を
　　使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性
　　を著しく損なう場合
２　前項の場合において、申請等（電子情報処理組織を使用する方
　法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限
　る。）は、電子情報処理組織を使用して申請等（当該部分を除く
　。）を行った日から１週間以内にしなければならない。
　（処分通知等に係る電子情報処理組織）
第７条　法第７条第１項又は情報通信技術利用条例第４条第１項に
　規定する処分通知等に係る電子情報処理組織は、公安委員会等の
　使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子
　計算機であって、公安委員会が定める技術的基準に適合するもの
　とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
　（処分通知等の手続）
第８条　［略］
２　前項の場合において、公安委員会等は、公安委員会又は警察本
　部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項につい
　ての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併
　せてこれを送信するものとする。
　（処分通知等を受ける旨の表示の方式）
第９条　法第７条第１項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲
　げるいずれかの方式とする。
　（１）　処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符
　　号及び暗証符号の入力
　（２）　電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受け
　　ることを希望する旨の公安委員会又は警察本部長の定めるとこ

　（署名等に代わる措置）
第９条　法第６条第４項及び情報通信技術利用条例第３条第４項に
　規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項
　についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明
　書（第５条第３項に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを
　送信する措置とする。ただし、公安委員会等の指定する方法によ
　り当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、
　この限りでない。
２　法第７条第４項及び情報通信技術利用条例第４条第４項に規定
　する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項
　についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明

　　ろにより行う届出
　（署名等に代わる措置）
第10条　法第６条第４項及び情報通信技術利用条例第３条第４項に
　規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項
　についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明
　書（第５条第３項に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを
　送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置とし
　て公安委員会又は警察本部長が定める措置とする。

２　法第７条第４項及び情報通信技術利用条例第４条第４項に規定
　する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項
　についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明
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　書と併せてこれを送信する措置とする。

　（委任）
第10条　［略］

　書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確
　認するための措置として公安委員会又は警察本部長が定める措置
　とする。
　（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行
　うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合）
第11条　法第７条第５項に規定する処分通知等のうちに電子情報処
　理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
　認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
　（１）　処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする
　　必要があると公安委員会又は警察本部長が認める場合
　（２）　処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要
　　があるものがあると公安委員会又は警察本部長が認める場合
　（委任）
第12条　［略］

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和７年12月15日（次項において「施行日」という。）から施行する。
　（経過措置）
２　この規則による改正後の宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第６条第２項の規定は、同項に
　規定する日が施行日以後である申請等について適用する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県公安委員会委員長　松　山　　　昭
宮崎県公安委員会規則第12号
　　　宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
　宮崎県道路交通法施行細則（昭和35年宮崎県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（交通規制の対象から除く車両）
第４条　法第４条第２項の規定により、交通規制の対象から除く車
　両は、次に掲げるとおりとする。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　車両の通行禁止の規制（道路標識、区画線及び道路標示に
　　関する命令（昭和35年総理府、建設省令第３号）別表第１の規
　　制標識のうち「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車
　　通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積
　　載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行
　　止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「車両
　　（組合せ）通行止め」、「自転車及び歩行者専用」、「自転車
　　専用」及び「歩行者専用」並びに当該規制にかかわる「指定方
　　向外進行禁止」の標識を用いた法第８条第１項の道路標識によ
　　る規制をいう。）の対象から除く車両

　　ア～キ　［略］
　（４）・（５）　［略］
２～７　［略］
８　公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに
　違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。
９　［略］
　（署長の駐車許可）
第７条　［略］
２～７　［略］

　（交通規制の対象から除く車両）
第４条　法第４条第２項の規定により、交通規制の対象から除く車
　両は、次に掲げるとおりとする。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　車両の通行禁止の規制（道路標識、区画線及び道路標示に
　　関する命令（昭和35年総理府、建設省令第３号）別表第１の規
　　制標識のうち「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車
　　通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積
　　載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行
　　止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「
　　特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両（組合せ
　　）通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行
　　者等専用」並びに当該規制にかかわる「指定方向外進行禁止」
　　の標識を用いた法第８条第１項の道路標識による規制をいう。
　　）の対象から除く車両
　　ア～キ　［略］
　（４）・（５）　［略］
２～７　［略］
８　公安委員会は、標章の交付を受けた者が第５項各号のいずれか
　に違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。
９　［略］
　（署長の駐車許可）
第７条　［略］
２～７　［略］
８　前項の駐車許可証の交付が電子情報処理組織を使用して行われ
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８　前項の駐車許可証は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた
　場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示
　しなければならない。

９　第６項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許
　可証を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破
　損したときは、別記様式第７号の２の駐車許可証再交付申請書に
　より警察署長に駐車許可証の再交付を申請することができる。
10　第６項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許
　可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第８号
　の駐車許可証記載事項変更届に記載事項の変更を証する書面の写
　しを添えて、警察署長に提出しなければならない。

　（緊急やむを得ない場合の署長の駐車許可）
第７条の２　［略]
２　署長は、前項の申請が緊急やむを得ない理由があると認め駐車
　を許可したときは、前条第６項の駐車許可証に代えて、許可番号
　等必要事項を通知するものとする。
３　［略］
　（自動車以外の車両のけん引制限）
第11条　［略］
２　［略］
３　軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する
　車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によって確実に
　つながなければならない。

　た場合は、当該駐車許可証の交付を受けた者は、次項の規定に基
　づく掲示を行う目的その他の正当な目的のために当該駐車許可証
　の複製を作成するときであって当該複製が当該駐車許可証の交付
　を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又はそ
　の者の管理する電磁的記録媒体に記録されるときを除き、当該駐
　車許可証に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない
　。
９　第７項の駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両
　を当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該駐車許可証（
　前項に規定する場合にあっては、当該駐車許可証を電子計算機の
　映像面、書面その他のものに表示したもの）を当該車両の前面の
　見やすい箇所に掲示しなければならない。
10　第７項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許
　可証を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破
　損したときは、別記様式第７号の２の駐車許可証再交付申請書に
　より警察署長に駐車許可証の再交付を申請することができる。
11　第７項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許
　可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第８号
　の駐車許可証記載事項変更届に記載事項の変更を証する書面の写
　しを添えて、警察署長に提出しなければならない。
12　第７項の駐車許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれか
　に該当する場合は、速やかに当該駐車許可証（第３号の場合にあ
　っては、発見し、又は回復した駐車許可証）を廃棄（第８項に規
　定する場合にあっては、当該駐車許可証に係る電磁的記録を受け
　た者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル及びその者の
　管理する電磁的記録媒体から消去）しなければならない。
　（１）　駐車許可の期間が満了したとき。
　（２）　駐車許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。
　（３）　駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可
　　証を発見し、又は回復したとき。
　（緊急やむを得ない場合の署長の駐車許可）
第７条の２　［略]
２　署長は、前項の申請が緊急やむを得ない理由があると認め駐車
　を許可したときは、前条第７項の駐車許可証に代えて、許可番号
　等必要事項を通知するものとする。
３　［略］
　（自動車以外の車両のけん引制限）
第11条　［略］
２　［略］

　（安全運転管理者等の選任等の届出）
第13条　法第74条の３第５項の規定による安全運転管理者の選任又
　は解任の届出をしようとする者は、別記様式第９号の届出書を公
　安委員会に提出しなければならない。選任の届出事項に変更を生
　じたときも同様とする。

２　法第74条の３第５項の規定による副安全運転管理者の選任又は
　解任の届出をしようとする者は、別記様式第９号の２の届出書を
　公安委員会に提出しなければならない。選任の届出事項に変更が
　生じたときも同様とする。

　（安全運転管理者等の選任等の届出）
第13条　法第74条の３第５項の規定による安全運転管理者の選任又
　は解任の届出をしようとする者は、別記様式第９号の届出書を自
　動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長を経由して公安委員
　会に提出しなければならない。当該届出に係る事項のうち施行規
　則第９条の12各号（第３号を除く。）に掲げる事項又は自動車の
　使用の本拠における自動車台数若しくは運転者数に変更を生じた
　ときも同様とする。
２　法第74条の３第５項の規定による副安全運転管理者の選任又は
　解任の届出をしようとする者は、別記様式第９号の２の届出書を
　自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長を経由して公安委
　員会に提出しなければならない。当該届出に係る事項のうち施行
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３　前２項の選任の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しな
　ければならない。
　（１）　安全運転管理者又は副安全運転管理者の戸籍抄本、住民票
　　の写し、運転免許証の写し、免許情報記録個人番号カードの写
　　し又は個人番号カードの写し
　（２）〜（４）　［略］
４　［略］
　（登録及び更新の申請）
第43条　［略］
２　前項の申請は別記様式第40号の申請書により行うものとし、当
　該申請書には、委託に関する規則第２条第２項に規定する書類を
　添付しなければならない。

３　［略］
　（駐車監視員資格者講習の受講の申込み）
第46条　［略］
２　前項の申込みは別記様式第41号の申込書により行うものとし、
　当該申込書には、委託に関する規則第７条第２項に規定する写真
　を貼付しなければならない。

　（資格者講習修了証明書の再交付申請）
第47条　委託に関する規則第９条第２項に規定する資格者講習修了
　証明書の再交付申請については、別記様式第42号の申請書により
　当該申請を行う者の住所地を管轄する署長を経由して行うものと
　する。
　（駐車監視員資格者の認定の申請）
第48条　［略］
２　前項の申請は別記様式第43号の申請書により行うものとし、当
　該申請書には、写真を貼付するとともに、委託に関する規則第10
　条第３項に規定する書面を添付しなければならない。

３　［略］
　（駐車監視員資格者証の交付申請）
第49条　［略］
２　前項の申請は別記様式第44号の申請書により行うものとし、当
　該申請書には、委託に関する規則第11条第２項に規定する書類及
　び写真を添付しなければならない。

　規則第９条の12各号（第３号を除く。）に掲げる事項又は自動車
　の使用の本拠における自動車台数若しくは運転者数に変更を生じ
　たときも同様とする。
３　前２項の選任の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しな
　ければならない。
　（１）　安全運転管理者又は副安全運転管理者の住民票の写し、運
　　転免許証の写し、免許情報記録個人番号カードの写し又は個人
　　番号カードの写し
　（２）〜（４）　［略］
４　［略］
　（登録及び更新の申請）
第43条　［略］
２　前項の申請は別記様式第40号（その１）及び別記様式第40号（
　その２）の申請書により行うものとし、当該申請書には、委託に
　関する規則第２条第２項に規定する書類を添付しなければならな
　い。
３　［略］
　（駐車監視員資格者講習の受講の申込み）
第46条　［略］
２　前項の申込みは別記様式第41号（その１）及び別記様式第41号
　その２）の申込書により行うものとし、別記様式第41号（その２
　）には、委託に関する規則第７条第２項に規定する写真を貼付し
　なければならない。
　（資格者講習修了証明書の再交付申請）
第47条　委託に関する規則第９条第２項に規定する資格者講習修了
　証明書の再交付申請については、別記様式第42号（その１）及び
　別記様式第42号（その２）の申請書により当該申請を行う者の住
　所地を管轄する署長を経由して行うものとする。
　（駐車監視員資格者の認定の申請）
第48条　［略］
２　前項の申請は別記様式第43号（その１）及び別記様式第43号（
　その２）の申請書により行うものとし、別記様式第43号（その１
　）には、委託に関する規則第11条第２項に規定する写真を貼付す
　るとともに、委託に関する規則第10条第３項に規定する書面を添
　付しなければならない。
３　［略］
　（駐車監視員資格者証の交付申請）
第49条　［略］
２　前項の申請は別記様式第44号（その１）及び別記様式第44号（
　その２）の申請書により行うものとし、別記様式第44号（その２
　）には、委託に関する規則第11条第２項に規定する書類及び写真
　を添付しなければならない。

　（資格者証の書換え交付及び再交付の申請）
第51条　委託に関する規則第13条第１項に規定する資格者証の書換
　え交付の申請については、別記様式第45号の申請書により当該申
　請を行う者の住所地を管轄する署長を経由して行うものとする。

２　委託に関する規則第13条第２項に規定する資格者証の再交付の
　申請については、別記様式第46号の申請書により当該申請を行う
　者の住所地を管轄する署長を経由して行うものとする。

３　前２項の申請書には、委託に関する規則第13条第３項に規定す
　る写真を添付しなければならない。

　（資格者証の書換え交付及び再交付の申請）
第51条　委託に関する規則第13条第１項に規定する資格者証の書換
　え交付の申請については、別記様式第45号（その１）及び別記様
　式第45号（その２）の申請書により当該申請を行う者の住所地を
　管轄する署長を経由して行うものとする。
２　委託に関する規則第13条第２項に規定する資格者証の再交付の
　申請については、別記様式第46号（その１）及び別記様式第46号
　（その２）の申請書により当該申請を行う者の住所地を管轄する
　署長を経由して行うものとする。
３　別記様式第45号（その１）及び別記様式第46号（その１）の申
　請書には、委託に関する規則第13条第３項に規定する写真を添付
　しなければならない。
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　別表第１を次のように改める。
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　別記様式第９号及び別記様式第９号の２を次のように改める。
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　別記様式第20号を次のように改める。
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　別記様式第27号を次のように改める。
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　別記様式第33号及び別記様式第34号を次のように改める。
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　別記様式第40号（１枚目）を別記様式第40号（その１）とし、別記様式第40号（２枚目表）及び別記様式第40号（２枚目裏）を別記様式
第40号（その２）とし、次のように改める。
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　別記様式第41号（１枚目）を別記様式第41号（その１）とし、別記様式第41号（２枚目表）及び別記様式第41号（２枚目裏）を別記様式
第41号（その２）とし、次のように改める。
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　別記様式第42号（１枚目）を別記様式第42号（その１）とし、別記様式第42号（２枚目）を別記様式第42号（その２）とし、次のように
改める。
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　別記様式第43号（１枚目）を別記様式第43号（その１）とし、別記様式第43号（２枚目）を別記様式第43号（その２）とし、次のように
改める。
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　別記様式第44号（１枚目）を別記様式第44号（その１）とし、別記様式第44号（２枚目表）及び別記様式第44号（２枚目裏）を別記様式
第44号（その２）とし、次のように改める。
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　別記様式第45号（１枚目）を別記様式第45号（その１）とし、別記様式第45号（２枚目）を別記様式第45号（その２）とし、次のように
改める。
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　別記様式第46号（１枚目）を別記様式第46号（その１）とし、別記様式第46号（２枚目）を別記様式第46号（その２）とし、次のように
改める。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和７年12月15日から施行する。
　（経過措置）　
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して
　使用することができる。

　宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規程の一部を改正する告示をここに公表する。
　　令和７年12月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県公安委員会委員長　松　山　　　昭
宮崎県公安委員会告示第 121号
　　　宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規程の一部を改正する告示
　宮崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規程（令和３年宮崎県公安委員会告示第50号）の一部を次のよ
うに改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

公安委員会告示

改正前 改正後
　（対象となる手続等）
第２条　規則第３条に規定する電子情報処理組織を使用する方法そ
　の他の情報通信技術を利用する方法により行うことができる手続
　等は、別表第１の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に
　基づく手続等とする。
　（申請等に係る電子計算機の技術的基準）
第３条　［略］
　（申請等に関し公安委員会等が定める措置等）
第４条　公安委員会等は、規則第５条第２項に規定する者（同項の
　規定に基づき、書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ
　（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた
　電磁的記録を入力し、又は送信しようとする者に限る。）に、当
　該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させる
　ことができる。
２　規則第５条第３項ただし書に規定する措置は、別表第２の左欄
　に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場
　合において、不特定の者によって受信されることを目的とする電
　気通信（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第１号に
　規定する電気通信をいう。以下この項において同じ。）の送信（
　公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を
　除く。）の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供
　する部分（以下この項において「申請部分」という。）をインタ
　ーネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他
　の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス（特定電
　子メールの送信の適正化等に関する法律（平成14年法律第26号）
　第２条第３号に規定する電子メールアドレスをいう。）ごとに異
　なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの（
　以下この項において「ワンタイムＵＲＬ」という。）を受信し、
　当該ワンタイムＵＲＬを用いて申請部分に接続する措置とする。
３　規則第６条の場合において、規則第５条の規定により申請等を
　行う者は、書面等（規則第６条に規定する部分に限る。）を提出
　しようとするときは、公安委員会等が指定する文字、番号又は記
　号その他の符号を明らかにしてしなければならない。

４　規則第９条第１項ただし書に規定する措置は、別表第２の左欄

　（申請等に係る電子計算機の技術的基準）
第２条　［略］
　（申請等に関し公安委員会が定める措置等）
第３条　規則第５条第２項に基づき申請等を書面等により行うとき
　に併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又
　は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取
　装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を
　行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行
　わなければならない。
２　規則第５条第３項に規定する公安委員会が定める場合は、公安
　委員会が指定する申請等ごとに、公安委員会により付された識別
　符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照
　らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会が指定する措置を講
　ずる場合とする。

３　規則第６条第１項の場合において、規則第５条第１項及び第２
　項の規定により申請等を行う者は、書面等（電子情報処理組織を
　使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められ
　る部分に係るものに限る。）を提出しようとするときは、公安委
　員会が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにして
　しなければならない。
４　規則第10条第１項に規定する申請等を行った者を確認するため
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　に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場
　合において、規則第５条第１項の規定により氏名又は名称を入力
　し、又は送信することとする。
　（処分通知等に係る電子計算機の技術的基準）
第５条　［略］

　の措置として公安委員会が定める措置は、第２項に規定する措置
　とする。

　（処分通知等に係る電子計算機の技術的基準）
第４条　［略］
　（処分通知等に関し公安委員会が定める措置）
第５条　規則第９条第２号に規定する電子情報処理組織を使用する
　方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第５条
　第１項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとす
　る。

　別表第１及び別表第２を削る。
　　　附　則
　この告示は、令和７年12月15日から施行する。
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